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区のおしらせ

令和4年（2022年）6月1日

内容／区立小・中学校で使用している教科書の展示
日 6月3日㈮～ 18日㈯午前9時～午後5時（日曜を除く）　場 教育総合センター（若林5-38-1）
問 教育指導課 ☎5432-2706 FAX5432-3041

4年度教科書展示会

運用状況の詳細は、区政情報センター、総合支所区政情報コーナーで閲覧できます。

1行政情報開示請求及び決定等の状況

情報公開制度と個人情報保護制度 令和3年度の運用状況
　区では年1回、情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しています。

問 区政情報課 ☎5432-2097 FAX5432-3007

問 総務課 ☎5432-2062 FAX5432-3000

問 ひだまり友遊会館 ☎3419-2341 FAX3413-9444
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区長 332 175 118 20 2 14 4 19 23 6
教育委員会 35 5 15 9 3 6 0 6 6 2
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
監査委員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 368 180 134 29 5 20 4 25 30 8
※決定に対する審査請求は2件でした。

2個人情報を取り扱う業務の登録等の状況 4審議会への諮問件数

3新たな個人情報の項目の電子計算機への
　記録の状況（審議会への諮問件数）

項目 件数
個人情報業務登録 259
外部委託 711
目的外利用 495
外部提供 555

諮問事項 件数
収集禁止事項の収集 0
本人外からの収集 2
外部委託 36
目的外利用 2
外部提供 3
電子計算機への記録 3
回線結合 30
その他 4

合計 80

諮問事項 件数
システム開発等に伴う新たな記録 3
既存システムへの記録項目の追加 0

₅個人情報等開示請求及び決定等の状況
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区長 133 17 98 14 5 8 1 4 20 15
教育委員会 9 3 0 4 0 0 4 2 0 0
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
監査委員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 142 20 98 18 5 8 5 6 20 15
※個人情報訂正請求及び利用中止請求はありませんでした。
※決定に対する審査請求は8件でした。

ひだまり友遊会館の利用案内副区長を選任しました
対 区内在住の60歳以上
所在地／若林4-37-8　利用時間／午前9時～午後10時 
休館日／第2日曜、年末年始
施設内容／会議室、体育室、休養室、生涯現役情報ステー
ション、とまり木ステーション（飲食スペース）、囲碁将棋室、
電位治療器、高齢者なんでも相談（月・水・金曜(祝日を除く)
午後1時～ 4時）等
備 初回利用のみ本人確認書類の
提示が必要。施設の空き時間に
は一般団体も利用可。

　令和4年第1回世田谷区議会臨時会で副区長選任の同意を得て、6月1日付でサイボウズ
株式会社社長室クラウドソーシャルデザイナーの松村 克彦氏を副区長に選任しました。

せたがや がやがや館（健康増進・交流
施設）の利用案内
　高齢者を中心に多世代の方々が交流でき、健康づくりに
取り組める施設です。各種教室やイベントを開催しています。
所在地／池尻2-3-11　利用時間／午前9時～午後10時
休館日／第3日曜、年末年始
施設内容／運動室、レストラン、娯楽室、交流室、
多目的室、会議室、電位治療器
利用料金／運動室、娯楽室等の個人利用＝200～600円
多目的室、交流室、会議室等の団体利用＝150～1万6500円

備 詳しくは、ホームページ（HPhttps://www.gayagayakan.
jp/）をご覧ください。
問 せたがや がやがや館 ☎6450-7908 FAX3410-6940

体験講座に参加してみませんか
　「とまり木ステーション」では、ぬり絵や折り紙、スマ
ホ講座など様々な体験型の講座を開催しています。開
催日等詳しくは、お問い合わせください。

福祉電話訪問をご利用ください
内容／孤独感の解消のための福祉電話訪問協力員（生
涯大学修了生等）による電話訪問
対６５歳以上のひとりぐらしの方もしくは高齢者のみでお
住まいの世帯

発熱や咳
せき

・痰
たん

、全身のだるさなどの症状がある方は、まずは「かかりつけ医」に
電話でご相談ください。

■療養期間終了後も何らかの症状が残っている方はご相談ください
　（「コロナの後遺症について」とお申し出ください）。

※PCR検査等で陽性と診断されてから1〜2か月以上経過した方は、東京
都が設置する相談窓口もご利用いただけます（下記二次元コード参照）。

世田谷区コロナ後遺症相談窓口
☎03-5432-2910（平日午前8時30分〜午後5時15分）

新型コロナウイルス感染症に関する相談

東京都発熱相談センター 症状のご相談＝☎03-5320-4592　☎03-6258-5780（いずれも24時間・多言語対応）
医療機関案内専用＝☎03-6630-3710（24時間）
FAX03-5388-1396（電話での相談が難しい方）

東京都新型コロナ・オミクロン株コールセンター（毎日午前9時〜午後10時・多言語対応）
☎0570-550-571 FAX03-5388-1396（電話での相談が難しい方）

■「かかりつけ医」がいない、相談する医療機関に迷う等の場合

■症状はないが不安に思う方、その他新型コロナウイルス感染症に関するご相談

世田谷区発熱相談センター  ☎03-5432-2910 （平日午前8時30分〜午後5時15分）

世田谷区新型コロナウイルス相談窓口 ☎03-5432-2111 FAX 03-5432-3022
（平日午前8時30分〜午後5時15分） 新型コロナウイルス感染症に関することに

ついて詳しくはこちら

お気軽にご参加いただける講座を開催しています▶

▲がやがや館運動室


